
改正 現行 

東京都地域自殺対策強化補助事業補助金交付要綱 

 

平成２７年４月１日 

２７福保保政第１９号 

改正  平成２８年７月２０日 

２８福保保政第５７４号 

改正  平成２９年６月１５日 

 ２９福保保政第４１５号 

改正  平成２９年６月１５日 

 ２９福保保政第４１５号 

                      改正   平成３０年５月２２日 

 ３０福保保健第１９５号 

改正   令和元年６月６日 

３１福保保健第３３１号 

改正   令和２年５月２８日 

２福保保健第１３８号 

改正   令和３年７月２６日 

３福保保健第４０７号 

改正   令和４年６月３０日 

４福保保健第３２８号 

改正   令和５年７月２４日 

５保医保健第５４号 

改正    令和６年６月 日 

６保医保健第  号 

１から５まで（現行のとおり） 

 

 

 

 

東京都地域自殺対策強化補助事業補助金交付要綱 

 

平成２７年４月１日 

２７福保保政第１９号 

改正  平成２８年７月２０日 

２８福保保政第５７４号 

改正  平成２９年６月１５日 

 ２９福保保政第４１５号 

改正  平成２９年６月１５日 

 ２９福保保政第４１５号 

                      改正   平成３０年５月２２日 

 ３０福保保健第１９５号 

改正   令和元年６月６日 

３１福保保健第３３１号 

改正   令和２年５月２８日 

２福保保健第１３８号 

改正   令和３年７月２６日 

３福保保健第４０７号 

改正   令和４年６月３０日 

４福保保健第３２８号 

改正   令和５年７月２４日 

５保医保健第５４号 

 

 

１から５まで（略） 

 

 

 

 

東京都地域自殺対策強化補助事業補助金交付要綱 新旧対照表 



 

（申請手続） 

６ 本補助金の交付の申請は、別紙様式第１による申請書、別紙様式第５による申出

書及び別紙様式第６による暴力団及び暴力団員等に該当しないことなどの誓約書

を、別に定める期日までに東京都知事（以下「知事」という。）に提出して行うも

のとする。 

  なお、補助事業者は、申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに

係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額

のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税額と

して控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規

定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をい

う。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請

しなければならない。 

ただし、申請時において消費税等相当額が明らかでない場合においては、この限 

りではない。 

 

 

７から１０（７）まで（現行のとおり） 

 

（交付決定及び通知） 

（８） 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（申請手続） 

６ 本補助金の交付の申請は、別紙様式第１による申請書、別紙様式第５による申出書

及び別紙様式第６による暴力団及び暴力団員等に該当しないことなどの誓約書を、

別に定める期日までに東京都知事（以下「知事」という。）に提出して行うものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７から１０（７）まで（略） 

 

（交付決定及び通知） 

（８）補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含

む。）には、別紙様式第４により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の

翌々年度６月１５日までに知事に報告しなければならない。 

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（または一支社、一支所

等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）

で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告

内容に基づき報告を行うこと。 

また、交付金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税

額を都に返還しなければならない。 



 

（８） （現行のとおり） 

（９） （現行のとおり） 

（１０）（現行のとおり） 

（１１）（現行のとおり） 

 

１１（現行のとおり） 

 

（実績報告） 

１２ 本補助金の実績報告は、事業が完了した日から起算して１か月を経過した日

（１０ の(３)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通

知を受理した日から起算して１か月を経過した日）又は事業の完了した日の属する

年度の翌年度の４月５日のいずれか早い日までに、別紙様式第３による報告書に関

係書類を添えて、知事に提出して行わなければならない。 

  なお、補助事業者は、７に定めるところにより交付の申請を行った場合におい

て、実績報告書（年度終了実績報告を除く。）を提出するに当たって当該補助金

の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときには、これを補助金から減

額して報告しなければならない。 

 

１３から１９まで（現行のとおり） 

 

（その他） 

２０ 削除 

 

 

（立入調査等）  

２０ 知事は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補

助事業者に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、

帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

 

 

（９） （略） 

（１０）（略） 

（１１）（略） 

（１２）（略） 

 

１１（略） 

 

（実績報告） 

１２ 本補助金の実績報告は、事業が完了した日から起算して１か月を経過した日（１

０ の(３)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受

理した日から起算して１か月を経過した日）又は事業の完了した日の属する年度の

翌年度の４月５日のいずれか早い日までに、別紙様式第３による報告書に関係書類

を添えて、知事に提出して行わなければならない。 

 

 

 

 

 

１３から１９まで（略） 

 

（その他） 

２０ 特別の事情により５に定める算定方法及び交付手続によることができない場合

には、あらかじめ知事の承認を受けてその定めるところによるものとする。 

 

（立入調査等）  

２１ （略） 

 

 

 



（消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

２１ 補助事業者は、６に定めるところにより交付の申請を行った場合において、実

績報告書（年度終了実績報告を除く。）を提出した場合に、消費税及び地方消費税の

申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合（仕入れに

係る消費税等相当額が０円の場合を含む。）は別紙様式４により速やかに、遅くとも

事業完了日の属する年度の翌々年度６月１５日までに知事に報告しなければならな

い。 

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（または一支社、一支所

等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）

で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内

容に基づき報告を行うこと。 

また、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額があることが確定した場合には、

当該仕入れに係る消費税等相当額を都に返還しなければならない。 

 

（その他） 

２２ 特別の事情により５に定める算定方法及び交付手続によることができない場

合には、あらかじめ知事の承認を受けてその定めるところによるものとする。 

 

 

 

 この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 28年７月 20 日から施行し、平成 28年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成 29年６月 15 日から施行し、平成 29年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成 30年５月 22 日から施行し、平成 30年 4月 1日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年６月６日から施行し、平成 31年 4月 1日から適用する。 

附 則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 28年７月 20 日から施行し、平成 28年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成 29年６月 15 日から施行し、平成 29年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成 30年５月 22 日から施行し、平成 30年 4月 1日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年６月６日から施行し、平成 31年 4月 1日から適用する。 

附 則 



 この要綱は、令和２年５月２８日から施行し、令和２年 4月 1日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年７月２６日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和４年６月３０日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和５年７月２４日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和６年６月 日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この要綱は、令和２年５月２８日から施行し、令和２年 4月 1日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年７月２６日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和４年６月３０日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和５年７月２４日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別添１） 

 

 

（別添１）※変更部分を示す下線は省略 

 

 

１事業種目及び内容 ２基準額 ３対象経費 ４補助率 ５補助限度額

（１）対面相談事業
（現行のとおり）

（２）電話・SNS相談事業
（現行のとおり）

（３）人材養成事業
（現行のとおり）

（４）普及啓発事業
（現行のとおり）

（５）自死遺族支援機能構築事業
（現行のとおり）

（６）計画策定実態調査事業
（現行のとおり）

（７）若年層対策事業
（現行のとおり）

１種目当たり７５０万円
（拡充要件を満たしている場合１種目当たり１，３３４万円）

（現行のとおり）
２／３
（（１）から（２）
に掲げる事業につい
て、事業要件を満た
す場合、
３／４　）

１団体につき５００万円
（拡充要件を満たしている場合
１団体につき１，０００万円）

（８）ＳＮＳ地域連携包括支援事業
（現行のとおり）

（現行のとおり） （現行のとおり）（現行のとおり） （現行のとおり）

（９）深夜電話相談強化事業
（現行のとおり）

１種目当たり７５０万円
（拡充要件を満たしている場合１種目当たり１，３３４万円）

（現行のとおり）２／３
（事業要件を満たす
場合、
３／４　）

１団体につき５００万円
（拡充要件を満たしている場合
１団体につき１，０００万円）

（１０）自殺未遂者支援事業
（現行のとおり）

（１１）ゲートキーパー養成事業
（現行のとおり）

（１２）災害時自殺対策継続支援事業
（現行のとおり）

（１３）自殺未遂者支援・連携体制構
築事業
（現行のとおり）

（１４）災害時自殺対策事業
（現行のとおり）

（１５）ハイリスク地対策事業
（現行のとおり）

（１６）自殺未遂者のための地域にお
ける包括的支援モデル事業
（現行のとおり）

（１７）若者の自殺危機対応チーム事
業
（現行のとおり）

（１８）地域特性重点特化事業
（現行のとおり）

１団体につき５００万円

（拡充要件を満たしている場合
１団体につき１，０００万円）

（現行のとおり）

１種目当たり１，０００万円

（以下の①から③すべてを満たしている場合１種目当たり１，３３４
万円

①以下のいずれかに該当する場合
・物価高騰等社会情勢の変化による自殺リスクの高まりに対応するた
めに実施する事業（新規事業または、既存の取組を昨今の社会情勢を
踏まえて拡充する場合）
・新型コロナウイルス感染症による自殺リスクの高まりに対応するた
めに実施してきた事業であること（原則として、新型コロナウイルス
感染症に対応した自殺防止対策事業補助金の交付実績のある事業であ
ること）。

➁国家資格を有する専門の相談員を配置していること。

③定期的（毎月複数回)に相談窓口を開設しており、当該相談窓口の情
報をホームページ上で
公表していること。
（以下、①を「事業要件」、①から③を「拡充要件」という。））

１／２
（事業要件を満たす
場合、３／４　）

（現行のとおり）

（現行のとおり）（現行のとおり） （現行のとおり）（現行のとおり）

（現行のとおり） （現行のとおり）（現行のとおり）

１事業種目及び内容 ２基準額 ３対象経費 ４補助率 ５補助限度額

（１）対面相談事業
（略）

（２）電話・SNS相談事業
（略）

（３）人材養成事業
（略）

（４）普及啓発事業
（略）

（５）自死遺族支援機能構築事業
（略）

（６）計画策定実態調査事業
（略）

（７）若年層対策事業
（略）

（８）ＳＮＳ地域連携包括支援事業
（略）

（９）深夜電話相談強化事業
（略）

（１０）自殺未遂者支援事業
（略）

（１１）ゲートキーパー養成事業
（略）

（１２）災害時自殺対策継続支援事業
（略）

（１３）自殺未遂者支援・連携体制構
築事業
（略）

（１４）災害時自殺対策事業
（略）

（１５）ハイリスク地対策事業
（略）

（１６）自殺未遂者のための地域にお
ける包括的支援モデル事業
（略）

（１７）若者の自殺危機対応チーム事
業
（略）

（１８）地域特性重点特化事業
（略）

１団体につき５００万円１／２事業実施に必要
な報酬、賃金、
報償費、旅費、
需用費、役務
費、使用料及賃
借料、工事費
（電話・SNS相
談事業に必要な
電話回線の工事
に伴うものに限
る。）、備品購
入費、負担金等

１種目当たり１，０００万円

１種目当たり７５０万円 事業実施に必要
な報酬、賃金、
報償費、旅費、
需用費、役務
費、使用料及賃
借料、工事費
（若年層対策事
業及び災害時自
殺対策継続支援
事業に係る電話
相談事業及び深
夜電話相談強化
事業に必要な電
話回線の工事に
伴うものに限
る。）、備品購
入費、負担金等

２／３

１種目当たり５００万円 事業実施に必要
な報酬、賃金、
報償費、旅費、
需用費、役務
費、使用料及賃
借料、工事費
（ハイリスク地
対策事業に係る
工事並びに災害
時自殺対策事業
及び地域特性重
点特化事業に必
要な電話回線の
工事に伴うもの
に限る。）、備
品購入費、負担
金等

１０/１０



（別添２）  

対象経費支払基準 

 

１～４  

（現行のとおり） 

 

■ 報償費 

（現行のとおり） 

 

■ 賃金 

（現行のとおり） 

【基準限度額】 

日給（実働７.７５時間） ８，９９０円 

時給（１時間当たり）  １，１６０円 

 

■ 報酬 

（現行のとおり） 

【基準限度額】 

区分 時給（１時間当たり） 

医師 ２，９７０円 

弁護士 ２，７５０円 

専門相談員（精神保健福祉士等） ２，２２０円 

相談員 １，８２０円 

 

 

■ 社会保険料等 

（現行のとおり） 

 

 

 

（別添２） 

対象経費支払基準 

 

１～４ 

（略）  

 

■ 報償費 

（略） 

 

■ 賃金 

（略） 

【基準限度額】 

日給（実働７.７５時間） ８，７６０円 

時給（１時間当たり）  １，１３０円 

 

■ 報酬 

（略） 

【基準限度額】 

区分 時給（１時間当たり） 

医師 ２，９５０円 

弁護士 ２，７３０円 

専門相談員（精神保健福祉士等） ２，１８０円 

相談員 １，８１０円 

 

 

■ 社会保険料等 

（略） 

 

 

 



 

■ 旅費 

事業の実施に必要な交通費や宿泊費等 

（例）自殺対策に携わる人材養成のための研修会・シンポジウム開催に伴う講師

等の旅費 

※ 団体構成員（職員）が会議、研修、視察等に参加するための旅費は対象とな

らない。 

 

 

【基準限度額】 

（現行のとおり） 

 

 

 

■ 需用費～負担金 

（現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

別紙様式第１ 

（現行のとおり） 

 

様式１－１ 

（現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

■ 旅費 

事業の実施に必要な交通費や宿泊費等 

（例）自殺対策に携わる人材養成のための研修会・シンポジウム開催に伴う講師等

の旅費 

※ 団体構成員（職員）が会議、研修、視察等に参加するための旅費、研修として

の実態が薄い又は伴わないものは対象とならない。 

※ 団体の構成員が都外開催の研修に参加する場合は、本事業の実施に当たり真

に必要なものに限る。 

【基準限度額】 

（略） 

 

 

 

■ 需用費～負担金 

（略） 

 

 

 

 

 

別紙様式第１ 

（略） 

 

様式１－１ 

（略） 

 

 

 

 

 

 



様式１－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－２ ※変更部分を示す下線は省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体名

○拡充要件に該当しない場合

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

計 円 円 円 円 円 円 5,000,000 円 円 円 円

○拡充要件に該当する場合

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

計 円 円 円 円 円 円 10,000,000 円 円 円 円

合計 円 円 円 円 円

（注）
１　交付要綱別添1第1欄の種目ごとに記入すること。複数の種目で実施する場合は、行を追加すること。
２　「種目・事業名」欄には、事業種目の番号と事業名を記載すること。
３　「交付額」F欄には、「都補助基本額」E欄に、別添１で定める補助率を乗じて1,000円未満を切り捨てた額を記入すること。

H

補助限度額

G

5,000,000 円

都補助基本額
（Ｃ、Dのいずれか少な

い額）

交付額

E×補助率＝FE

差引額

Ａ－Ｂ＝Ｃ

対象経費の
支出予定額

Ｄ

所　要　額　調

種目・事業名
総事業費

Ａ

寄附金その他
の収入額

Ｂ

交付所要額
（F、Gのいずれか

少ない額）

仕入れに係る
消費税等相当

額

Ｉ

要補助金額

Ｈ－Ｉ＝J

円

種目・事業名
総事業費

寄附金その他
の収入額

差引額
対象経費の
支出予定額

要補助金額

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ＝Ｃ Ｄ E E×補助率（3/4）＝F G H Ｉ Ｈ－Ｉ＝J

都補助基本額
（Ｃ、Dのいずれか少な

い額）

交付額 補助限度額
交付所要額
（F、Gのいずれか

少ない額）

仕入れに係る
消費税等相当

額

10,000,000 円 円

様式１－２

団体名

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

計 円 円 円 円 円 円 5,000,000 円 円

（注）
１　交付要綱別添1第1欄の種目ごとに記入すること。複数の種目で実施する場合は、行を追加すること。
２　「種目・事業名」欄には、事業種目の番号と事業名を記載すること。
３　「交付額」F欄には、「都補助基本額」E欄に、別添１で定める補助率を乗じて1,000円未満を切り捨てた額を記入すること。
４　「補助限度額」G欄には、1団体当たりの上限5,000,000円を記入すること。

都補助基本額
（Ｃ、Dのいずれか少な

い額）

交付額

（E×補助率）FE

差引額

Ａ－Ｂ＝Ｃ

対象経費の
支出予定額

Ｄ

所　要　額　調

種目・事業名
総事業費

Ａ

寄附金その他
の収入額

Ｂ

交付所要額
（F、Gのいずれか

少ない額）

H

補助限度額

G

5,000,000 円

様式１－２



様式１－３  

 

様式１－３ 

  

交付金事業名

1

2

3

[ ]

[ ]

[ ]

備
考
欄

事業の内容

該当理由

事業要件
※該当する場合

採択年度(該当理由が③の場合)

事業内容

その他
広報方法

該当理由
の詳細

(該当理由が
①,②の場

合)

新規・継続の別

基本／
重点施策

様式１－３

事業計画

交付率

年度2024

都道府県 東京都 市区町村

実施年度

拡充要件
※該当する場合

基本／
重点施策

施策内容

「その他」
選択の場合
具体的に記載

相談窓口のひと
月あたり開設日

国家資格名

相談窓口ホー
ムページのURL

「その他」
選択の場合

具体的に記載

交付金事業メニュー

3

指標名

目標値

政策パッケージ
の分類

（複数該当する
場合は予算配分

が多い順）

指標名

評
価

1

施策内容

施策内容

基本／
重点施策

事業スケ
ジュール

2

指標名

目標値

目標値

「その他」
選択の場合
具体的に記載

交付金事業名

1

2

3

[ ]

[ ]

[ ]

備
考
欄

新規・継続の別

様式１－３

事業計画

交付率

年度

都道府県 東京都 市区町村 事業No.

実施年度

事業の内容

基本／
重点施策

施策内容

事業スケ
ジュール

基本／
重点施策

「その他」

選択の場合

具体的に記載

「その他」

選択の場合

具体的に記載

交付金事業メニュー

3

指標名

目標値

政策パッケー
ジ

の分類
（複数該当す
る場合は予算
配分が多い

順）

指標名

評
価

1

施策内容

施策内容

基本／
重点施策

2

指標名

目標値

目標値

「その他」

選択の場合

具体的に記載



様式１－４ ※変更部分を示す下線は省略 

 

様式１－４ ※変更部分を示す下線は省略 

 

（※１）積算内訳については、具体的に記載すること。（例）：単価×数量×消費税＝所要金額

（※２）必要に応じて、行を追加及び削除すること。

（※３）積算においては、交付要綱別添２に定める基準限度額、もしくは団体の規定する単価のいずれか

 低い単価を用いること。

（※４）次の経費区分については、それぞれ下記の額を限度としているので、注意すること。

　　工事費：１団体につき１５０万円／備品購入費：１団体につき１００万円

円

円

円

円

円

円

補助率（C）

補助所要額
（A-B)×（C）　※千円未満端数切

捨て

円

合計（A）

円

使用料及賃貸料

工事費

備品購入費

負担金

寄附金その他
の収入額(B)

円

円

賃金

報償費

旅費

需用費

役務費

所　要　額　内　訳

団体名

（15）

（４）

（11）

（18）

（１）

（７）

（13）

（２）

（９）

（14）

補助率事業種目（該当の種目を囲む）事業名

（５）

（12）

（３）

（10）

円

円

円

対象経費の
所要見込額

（円）

報酬

積算内訳
※具体的に記載すること。（例）：使途　単価×数量×消費税

所要金額積算項目・計算式等

経費区分

様式１－４

（※１）積算内訳については、具体的に記載すること。（例）：単価×数量×消費税＝所要金額

（※２）必要に応じて、行を追加及び削除すること。

（※３）積算においては、交付要綱別添２に定める基準限度額、もしくは団体の規定する単価のいずれか

 低い単価を用いること。

（※４）次の経費区分については、それぞれ下記の額を限度としているので、注意すること。

　　工事費：１団体につき１５０万円／備品購入費：１団体につき１００万円

円

円

円

円

円

円

円

補助率（C）

補助所要額
（A-B)×（C）　※千円未満端数切

捨て

円

合計（A）

円

使用料及賃貸料

工事費

備品購入費

負担金

寄附金その他
の収入額(B)

円

賃金

報償費

旅費

需用費

役務費

積算項目・計算式等

経費区分

所　要　額　内　訳

団体名

（15）

（４）

（11）

（18）

（１）

（７）

（13）

（２）

（９）

（14）

補助率事業種目（該当の種目を囲む）事業名

（５）

（12）

１／２

２／３

10／10

（３）

（10）

円

円

円

対象経費の
所要見込額

（円）

報酬

積算内訳
※具体的に記載すること。（例）：使途　単価×数量×消費税

所要金額

様式１－４



別紙様式第２～第３ 

（現行のとおり） 

 

様式３－１ 

 

 

 

 

 

別紙様式第２～第３ 

（略） 

 

様式３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体名

○拡充要件に該当しない場合

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

計 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

○拡充要件に該当する場合

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

計 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

合計 円 円 円 円 円 円

（注）
１　交付要綱別添1第1欄の種目ごとに記入すること。複数の種目で実施する場合は、行を追加すること。
２　「種目・事業名」欄には、事業種目の番号と事業名を記載すること。
３　「交付額」F欄には、「都補助基本額」E欄に、別添１で定める補助率を乗じて1,000円未満を切り捨てた額を記入すること。
４　「交付決定額」G欄には、東京都から交付決定を受けた金額を記入すること。
５　「受入済額」I欄には、0円と記入すること。
６　「差引過不足額」L欄には、「受入済額」K欄と「要交付金額」J欄との差額を記入すること。（△マイナス額を記入すること。）

都補助基本額
（C、Dのいずれか

少ない額）

E

差引額

Ａ－Ｂ＝Ｃ

対象経費の
支出予定額

Ｄ

受入済額

K

差引
過不足額

K-J=L

令和６年度東京都地域自殺対策強化補助事業補助金実績報告兼精算書

交付額
選定額

（FとGのいずれか
少ない額）

HE×補助率＝F

総事業費

Ａ

寄付金その他
の収入額

Ｂ

交付決定額

G

要補助金
額

Ｈ－Ｉ＝J

種目・事業名
総事業費

寄付金その他
の収入額

差引額
対象経費の
支出予定額

都補助基本額
（C、Dのいずれか

少ない額）
交付額 交付決定額

選定額
（FとGのいずれか

少ない額）

仕入れに係
る消費税等

相当額

要補助金
額

仕入れに係
る消費税等

相当額

Ｉ

種目・事業名

受入済額
差引

過不足額

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ＝Ｃ Ｄ E E×補助率（3/4）＝F G H Ｉ Ｈ－Ｉ＝J K K-J=L

様式３－１

団体名

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

計 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

（注）
１　交付要綱別添1第1欄の種目ごとに記入すること。複数の種目で実施する場合は、行を追加すること。
２　「種目・事業名」欄には、事業種目の番号と事業名を記載すること。
３　「交付額」F欄には、「都補助基本額」E欄に、別添１で定める補助率を乗じて1,000円未満を切り捨てた額を記入すること。
４　「交付決定額」G欄には、東京都から交付決定を受けた金額を記入すること。
５　「受入済額」I欄には、0円と記入すること。
６　「差引過不足額」J欄には、「受入済額」I欄と「選定額」H欄との差額を記入すること。（△マイナス額を記入すること。）

受入済額

I

差引
過不足額

I-H=J

（元号）　　年度東京都地域自殺対策強化補助事業補助金実績報告兼精算書

交付額
選定額

（FとGのいずれか
少ない額）

H（E×補助率）F

総事業費

Ａ

寄付金その他
の収入額

Ｂ

交付決定額

G

種目・事業名

都補助基本額
（C、Dのいずれか

少ない額）

E

差引額

Ａ－Ｂ＝Ｃ

対象経費の
支出予定額

Ｄ

様式３－１



様式３－２  

 

様式３－２  

 

交付金事業名

1

2

3

[ ] [ ]

[ ] [ ]

[ ] [ ]

備
考
欄

採択年度(該当理由が③の場合)

該当理由

該当理由
の詳細

(該当理由が
①,②の場

合)

事業内容

３段階評価が
（３）の場合、不
十分だった理由と

改善点を記載

上記指標以外
にみられた効

果

様式３－２

事業実施報告

都道府県

基本／
重点施策

施策内容

交付率

東京都 市区町村

新規・継続の別

実施スケ
ジュール

年度2024実施年度

交付金事業メニュー

拡充要件
※該当する場合

その他
広報方法

事業の内容

事業要件
※該当する場合

施策内容

施策内容

国家資格名

相談窓口のひと
月あたり開設日

相談窓口ホー
ムページのURL

2

指標名

目標値

目標値

実績値

3

指標名

３段階評価

実績値

「その他」

選択の場合

具体的に記載

実績値

「その他」

選択の場合

具体的に記載

「その他」

選択の場合

具体的に記載

目標値

政策パッケー
ジ

の分類
（複数該当す
る場合は予算
配分が多い

順）

指標名

評
価

1

基本／
重点施策

基本／
重点施策

交付金事業名

1

2

3

[ ] [ ]

[ ] [ ]

[ ] [ ]

備
考
欄

３段階評価が
（３）の場合、不
十分だった理由と

改善点を記載

上記指標以外
にみられた効

果

様式３－２

事業実施報告

事業の内容

都道府県

基本／
重点施策

施策内容

交付率

東京都 市区町村 事業No.

新規・継続の別

実施スケ
ジュール

年度実施年度

交付金事業メニュー

基本／
重点施策

「その他」

選択の場合

具体的に記載

「その他」

選択の場合

具体的に記載

基本／
重点施策

施策内容

施策内容

実績値目標値

政策パッケー
ジ

の分類
（複数該当す
る場合は予算
配分が多い

順）

指標名

評
価

1

2

指標名

目標値

目標値

実績値

3

指標名

３段階評価

実績値

「その他」

選択の場合

具体的に記載



様式３－３ ※変更部分を示す下線は省略 

 

様式３－３ ※変更部分を示す下線は省略 

 

（※１）積算内訳については、具体的に記載すること。（例）：単価×数量×消費税＝所要金額

（※２）必要に応じて、行を追加及び削除すること。

（※３）積算においては、交付要綱別添２に定める基準限度額、もしくは団体の規定する単価のいずれか低い単価を用いること。

（※４）次の経費区分については、それぞれ下記の額を限度としているので、注意すること。

工事費：１団体につき１５０万円／備品購入費：１団体につき１００万円

（３） （４） （５）

負担金 円

（７） （９） （10） （11） （12）

合計（A） 円

寄付金その他
の収入額(B)

円

補助率（C）

補助所要額
（A-B)×（C）　※千円未満端数切

捨て
円

使用料・賃貸料 円

工事費 円

備品購入費 円

需用費 円

役務費 円

積算項目・計算式等 所要金額

（13） （14） （15） （18）

旅費 円

報償費 円

（１） （２）

経費支出済額明細

団体名

事業名 事業種目（該当の種目を囲む） 補助率

賃金 円

報酬 円

経費区分
支出済額

（円）

積算内訳
※具体的に記載すること。（例）：使途　単価×数量×消費税

様式３－３

（※１）積算内訳については、具体的に記載すること。（例）：単価×数量×消費税＝所要金額

（※２）必要に応じて、行を追加及び削除すること。

（※３）積算においては、交付要綱別添２に定める基準限度額、もしくは団体の規定する単価のいずれか低い単価を用いること。

（※４）次の経費区分については、それぞれ下記の額を限度としているので、注意すること。

工事費：１団体につき１５０万円／備品購入費：１団体につき１００万円

１／２

２／３（７） （９） （10） （11） （12）

（１） （２） （３） （４） （５）

合計（A） 0 円

寄付金その他
の収入額(B)

0 円

補助率（C）

補助所要額
（A-B)×（C）　※千円未満端数切

捨て

0 円

備品購入費 0 円

負担金 0 円

使用料・賃貸料 0 円

工事費 0 円

需用費 0 円

役務費 0 円

積算内訳
※具体的に記載すること。（例）：使途　単価×数量×消費税

積算項目・計算式等 所要金額

（13） （14） （15） （18）

旅費 0 円

報償費 0 円

経費支出済額明細

団体名

事業名 事業種目（該当の種目を囲む） 補助率

賃金 0 円

報酬 0 円

10／10

経費区分
支出済額

（円）

様式３－３



 

 

別紙様式第４ 

 

別紙様式第５～６ 

（現行のとおり） 

 

別紙様式第４ 

 

 

別紙様式第５～６ 

（略） 


